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昨

年

１２

月

に

法

廷

内

で

の

闘

い

は

や

り

終

え

た

。

東

京

高

裁

で

は

、

地

裁

が

無

視

し

た

解

雇

の

違

法

を

裏

付

け

る

決

定

的

な

事

実

を

全

面

的

に

立

証

し

た

。

 

 

地

裁

判

決

は

「

事

業

規

模

の

縮

小

 私が林さんと出会ったのは、私の

解雇撤回闘争が終ってからのこと

でした。私は飛行機が大好きです。

それだけにＪＡＬの解雇問題は私

にとっても重大事件でした。 

 私は年数回、飛行機を利用します

が、正直今のＪＡＬには乗りたくあ

りません。何故か？それは安全にと

ても不安があるからです。パイロッ

ト・CA ともに心に余裕がないと感

じます。いつ解雇されるかとい

う不安、体調不良でも乗務したり、

燃料節約のため台風をよけずに飛

行するなど。それらを回避するに

は、解雇されたベテラン乗務員をま

ず職場に戻し、安心・安全第一の運

航を確立する事です。１日も早くベ

テランのパイロット・CA の解雇が

撤回され、利益優先でなく、安心・

安全の日本航空に戻って欲しいと

心から願っています。そして、６月

には、「勝訴したよ！」との笑顔の

林さんの報告を待っています。 

に

見

合

っ

た

人

員

体

制

」

を

希

望

退

職

に

よ

っ

て

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

で

余

剰

人

員

を

解

雇

し

た

、

と

言

う

会

社

の

主

張

を

全

面

的

に

受

け

入

れ

て

解

雇

を

有

効

と

し

た

。

 

 

し

か

し

高

裁

で

は

解

雇

の

時

点

で

人

員

体

制

は

、

パ

イ

ロ

ッ

ト

は

９０

人

、

客

室

乗

務

員

は

７８

人

も

超

過

達

成

し

て

い

た

事

を

立

証

。

会

社

か

ら

反

論

は

な

く

解

雇

理

由

を

証

明

で

き

な

か

っ

た

。

こ

の

解

雇

は

Ｊ

Ａ

Ｌ

と

管

財

人

が

一

体

と

な

り

、

労

務

政

策

と

し

て

信

義

則

違

反

、

不

当

労

働

行

為

の

連

鎖

集

中

の

結

果

行

わ

れ

た

事

も

克

明

に

立

証

。

こ

れ

に

対

し

て

も

会

社

か

ら

反

証

は

な

か

っ

た

。

 

 

高

裁

が

法

と

事

実

に

基

い

て

審

理

を

行

え

ば

私

達

の

勝

利

以

外

な

い

筈

だ

。

 

 

政

財

界

の

濁

流

に

負

け

る

こ

と

な

く

公

正

な

判

決

を

勝

ち

取

る

た

め

に

法

廷

外

で

も

集

大

成

の

闘

い

が

始

ま

っ

た

。

１

月

か

ら

始

め

た

裁

判

所

前

座

り

込

み

行

動

は

、

１１

日

間

で

の

べ

１

８

０

０

人

近

い

参

加

が

あ

っ

た

。

四

国

か

ら

は

徳

島

労

連

事

務

局

長

が

 

激

励

に

来

て

下

さ

り

各

県

か

ら

の

暖

か

い

メ

ッ

セ

ー

ジ

に

励

ま

さ

れ

た

。

 

 

某

全

国

新

聞

は

裁

判

官

が

判

決

を

書

き

始

め

る

頃

を

見

計

ら

っ

た

よ

う

に

Ｊ

Ａ

Ｌ

名

誉

会

長

で

あ

る

稲

盛

氏

の

業

績

を

讃

え

る

記

事

を

シ

リ

ー

ズ

で

掲

載

し

た

。

私

達

は

支

援

者

と

共

に

「

事

実

と

公

正

さ

に

欠

け

る

報

道

」

と

抗

議

申

し

入

れ

を

し

た

。

Ｉ

Ｌ

Ｏ

勧

告

に

対

し

て

誠

実

に

行

動

す

る

よ

う

政

府

へ

の

働

き

か

け

や

一

日

も

早

い

解

決

を

目

指

し

て

国

会

議

員

の

方

へ

の

要

請

も

や

り

き

り

た

い

。

 

解

雇

さ

れ

て

丸

３

年

、

同

じ

年

に

植

え

た

ミ

モ

ザ

が

始

め

て

黄

色

の

可

憐

な

花

を

見

せ

て

く

れ

た

。

 

理

不

尽

さ

が

ま

か

り

通

る

社

会

に

し

て

は

な

ら

な

い

。

（

了

）

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


